
〈事業所〉－２７－

資料：令和３年経済センサス－活動調査

複 合 サ ー ビ ス 事 業 14 1.2 205 1.7

サービス業 (他に分類されないもの ) 97 8.1 622 5.1

教 育 、 学 習 支 援 業 77 6.4 721 5.9

医 療 、 福 祉 114 9.5 2,458 20.2

宿 泊 業 、 飲 食 サ ー ビ ス 業 124 10.4 761 6.3

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 、 娯 楽 業 111 9.3 552 4.5

不 動 産 業 、 物 品 賃 貸 業 91 7.6 259 2.1

学 術 研 究 、 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業 44 3.7 257 2.1

卸 売 業 、 小 売 業 234 19.5 1,808 14.9

金 融 業 、 保 険 業 20 1.7 184 1.5

情 報 通 信 業 5 0.4 19 0.2

運 輸 業 、 郵 便 業 33 2.8 600 4.9

製 造 業 94 7.8 2,728 22.4

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 4 0.3 149 1.2

鉱 業 、 採 石 業 、 砂 利 採 取 業 － － － －

建 設 業 128 10.7 759 6.2

総 数 1,198 100.0 12,157 100.0

農 業 、 林 業 、 漁 業 8 0.7 75 0.6

　（５）日本標準産業分類大分類Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）のうち、中分類96－外国公務に

　　 　属する事業所。

１　産業大分類別事業所数及び従業者数（令和３年６月１日現在）

区　　　　　　　　分 事業所数 構成比(%) 従業者数 構成比(%)

　調査日現在、相生市内に存在するすべての事業所を対象とする。ただし、次の事業所は除く。

　（１）国、地方公共団体の事業所。

　（２）日本標準産業分類大分類Ａ－農業、林業に属する個人経営の事業所。

　（３）日本標準産業分類大分類Ｂ－漁業に属する個人経営の事業所。

　（４）日本標準産業分類大分類Ｎ－生活関連サービス業、娯楽業のうち、小分類792－家事サービス業

　　　 に属する事業所。

　事業所とみなす。

２　 調査の単位

　原則として、単一の経営者が事業を営んでいる１区画の場所を１事業所とし、これを調査の単位とする。

　単一の経営者が異なる場所で事業を営んでいる場合は、それぞれの場所ごとに、また１区画の場所で

　異なる経営者が、事業を営んでいる場合は、経営者が異なるごとに１事業所とする。

３　 調査の範囲

４　　事　　　　　業　　　　　所

１　 事業所の定義

　事業所とは､物の生産又はサービスの提供が業として行われている個々の場所をいい､一般には商店､

　工場､事務所､銀行､病院､学校､神社､寺院､旅館などのように固定的に１区画を占めて事業を行ってい

　るその場所が事業所である。また、大工や左官など営業の場所が移動するような場合、公園・往来など

　で簡易な設備で営業し、その場所が固定的でない場合などは、事務所や営業所又はその人の自宅を



２　産業大分類別、従業者規模別事業所数及び従業者数　（令和３年６月１日現在）

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数

総 数 1,223 12,172 731 1,441 215 1,388 129 1,714 57 1,304 42 1,615 28 1,915 13 2,795 8

農 業 ， 林 業 5 46 2 3 1 9 1 14 1 20 - - - - - - -

漁 業 4 30 1 3 3 27 - - - - - - - - - - -

鉱業，採石業，砂利採取業 - - - - - - - - - - - - - - - - -

建 設 業 125 654 76 167 32 212 11 145 4 95 1 35 - - - - 1

製 造 業 95 2,717 23 48 31 197 13 170 9 220 7 272 8 558 4 1,252 -

電気・ガス・熱供給・水道業 4 149 1 1 1 5 - - - - 1 38 - - 1 105 -

情 報 通 信 業 5 18 4 7 - - 1 11 - - - - - - - - -

運 輸 業 ， 郵 便 業 33 600 12 26 4 28 6 86 4 101 3 115 4 244 - - -

卸 売 業 ， 小 売 業 237 1,837 148 295 37 222 30 395 14 304 2 75 3 222 2 324 1

金 融 業 ， 保 険 業 20 184 6 13 3 18 8 99 1 21 1 33 - - - - 1

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業 94 272 83 141 7 47 1 10 - - 2 74 - - - - 1

学 術 研 究 ，
専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

45 273 30 65 6 35 6 74 1 21 2 78 - - - - -

宿泊業，飲食サービス業 125 731 84 183 26 173 5 62 3 73 5 174 1 66 - - 1

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ，
娯 楽 業

114 555 93 153 10 66 4 60 - - 4 167 2 109 - - 1

教 育 ， 学 習 支 援 業 78 718 46 81 10 63 10 133 5 111 3 115 2 111 1 104 1

医 療 ， 福 祉 116 2,243 36 75 34 224 19 271 12 267 8 319 4 321 3 766 -

複 合 サ ー ビ ス 事 業 14 205 8 25 4 29 - - - - 1 41 - - 1 110 -

サ ー ビ ス 業
（他に分類されないもの）

95 601 72 146 5 28 11 141 2 47 1 45 3 194 - - 1

注）民営事業所のみの数値である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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総　　数 １～４人 ５～９人 １０～1９人 ２０～２９人 ３０～４９人 ５０～９９人 １００人以上 出向・派遣
従業者のみ


